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【手続補正書】
【提出日】令和1年8月28日(2019.8.28)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　酸化インジウムを主成分とし、表面の結晶状態がファセット状である結晶粒子を含むこ
とを特徴とする結晶質酸化物半導体薄膜。
【請求項２】
　前記表面の結晶状態がファセット状である結晶粒子が占める面積が５０％以上であるこ
とを特徴とする、請求項１に記載の結晶質酸化物半導体薄膜。
【請求項３】
　インジウム元素以外の正三価の金属元素からなる群から選択される１種以上の元素を含
むことを特徴とする、請求項１又は２に記載の結晶質酸化物半導体薄膜。
【請求項４】
　前記インジウム元素以外の正三価の金属元素の含有量が、前記結晶質酸化物半導体薄膜
中の全金属分に対し、８原子％超１７原子％以下であることを特徴とする、請求項３に記
載の結晶質酸化物半導体薄膜。
【請求項５】
　前記インジウム元素以外の正三価の金属元素が、アルミニウム、ガリウム、イットリウ
ム及びランタノイド系元素からなる群から選択される１種又は２種以上であることを特徴
とする、請求項３又は４に記載の結晶質酸化物半導体薄膜。
【請求項６】
　さらに、正四価の金属元素からなる群から選択される１種以上の元素を含むことを特徴
とする、請求項１～５のいずれかに記載の結晶質酸化物半導体薄膜。
【請求項７】
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　前記正四価の金属元素の含有量が、前記結晶質酸化物半導体薄膜中の全金属分に対し、
０．０１原子％以上１原子％以下であることを特徴とする、請求項６に記載の結晶質酸化
物半導体薄膜。
【請求項８】
　前記正四価の金属元素が、スズ、ジルコニウム及びセリウムからなる群から選択される
１種以上であることを特徴とする、請求項６又は７に記載の結晶質酸化物半導体薄膜。
【請求項９】
　バンドギャップが、３．６ｅＶ以上であることを特徴とする、請求項１～８のいずれか
に記載の結晶質酸化物半導体薄膜。
【請求項１０】
　酸化インジウムを主成分とするスパッタリングターゲットを用い、不純物ガスを実質的
に含まないアルゴン及び酸素の混合ガスをスパッタガスとして用いてスパッタリングによ
り酸化物薄膜を成膜する工程、及び
得られた酸化物薄膜を加熱する工程
を含むことを特徴とする、請求項１～９のいずれかに記載の結晶質酸化物半導体薄膜の製
造方法。
【請求項１１】
　前記スパッタガス中の不純物ガスの割合が、０．１体積％以下であることを特徴とする
、請求項１０に記載の結晶質酸化物半導体薄膜の製造方法。
【請求項１２】
　前記スパッタリングターゲットが、アルミニウム、ガリウム、イットリウム及びランタ
ノイド系元素からなる群から選択される１種以上の元素を含有することを特徴とする、請
求項１０又は１１に記載の結晶質酸化物半導体薄膜の製造方法。
【請求項１３】
　前記加熱温度が、２５０℃以上５００℃以下であることを特徴とする、請求項１０～１
２のいずれかに記載の結晶質酸化物半導体薄膜の製造方法。
【請求項１４】
　前記加熱する工程において、１５０℃から２５０℃までの昇温速度が、２０℃／分以下
であることを特徴とする、請求項１０～１３のいずれかに記載の結晶質酸化物半導体薄膜
の製造方法。
【請求項１５】
　前記加熱の時間が、０．１時間以上５時間以下であることを特徴とする、請求項１０～
１４のいずれかに記載の結晶質酸化物半導体薄膜の製造方法。
【請求項１６】
　ソース電極及びドレイン電極と、ゲート電極と、ゲート絶縁膜と、保護絶縁膜と、酸化
物半導体層と、を有し、
　前記酸化物半導体層は、ゲート絶縁膜と保護絶縁膜の間に位置し、請求項１～９のいず
れかに記載の結晶質酸化物半導体薄膜からなることを特徴とする薄膜トランジスタ。
【請求項１７】
　飽和移動度が３０ｃｍ２／Ｖ・ｓｅｃ以上である、請求項１６に記載の薄膜トランジス
タ。
【請求項１８】
　ドレイン電圧０．１Ｖにおいて、線形領域での電界効果移動度の方法で求めたＶｇ－μ
カーブより、Ｖｇ＝Ｖｔｈ＋５の移動度が１０ｃｍ２／Ｖｓ以上であり、Ｖｇ＝Ｖｔｈか
らＶｔｈ＋２０の平均移動度がその範囲の最大移動度の５０％以上であることを特徴とす
る請求項１６又は１７に記載の薄膜トランジスタ。
【請求項１９】
　請求項１６～１８のいずれかに記載の薄膜トランジスタを用いた電気機器又は車両。
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